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訂正 
 

「平成２１年度 三重河川施設詳細設計業務」について以下の通り訂正します。 

 

①入札説明書の訂正 

【訂正前】 

４．競争参加資格 

（６）配置予定管理技術者の手持ち業務に関する要件 

   １）本業務の入札公告日現在、全ての手持ち業務の契約金額合計が４億円未満かつ

手持ち業務の件数が１０件未満である者であること。 
     ただし、本業務の入札公告日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に 

係る建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業 
務がある場合には、全ての手持ち業務の契約金額合計が２億円未満かつ手持ち業 
務の件数が５件未満である者でなければならない。 
 

【訂正後】 

４．競争参加資格 

（６）配置予定管理技術者の手持ち業務に関する要件 

   １）平成２２年２月１９日現在、全ての手持ち業務の契約金額合計が４億円未満か

つ手持ち業務の件数が１０件未満である者であること。 
     ただし、平成２２年２月１９日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管 

に係る建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した 
業務がある場合には、全ての手持ち業務の契約金額合計が２億円未満かつ手持ち 
業務の件数が５件未満である者でなければならない。 

 
 
 
 
 



②入札公告の訂正 

【訂正前】 

２．競争参加資格 

（６）配置予定管理技術者の手持ち業務に関する要件 

   １）本業務の入札公告日現在、全ての手持ち業務の契約金額合計が４億円未満かつ

手持ち業務の件数が１０件未満である者であること。 

 ただし、本業務の入札公告日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に

係る建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業

務がある場合には、全ての手持ち業務の契約金額合計が２億円未満かつ手持ち業

務の件数が５件未満である者でなければならない。 

 
【訂正後】 

２．競争参加資格 

（６）配置予定管理技術者の手持ち業務に関する要件 

   １）平成２２年２月１９日現在、全ての手持ち業務の契約金額合計が４億円未満か

つ手持ち業務の件数が１０件未満である者であること。 

 ただし、平成２２年２月１９日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管

に係る建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した

業務がある場合には、全ての手持ち業務の契約金額合計が２億円未満かつ手持ち

業務の件数が５件未満である者でなければならない。 

 


